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１． 要 旨 

所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）において、扶養控除の取扱いに

関し、３０歳以上７０歳未満の控除対象扶養親族に国内居住要件が設けられたことに伴い、

同法律の条文を引用する都の「市町村児童育成手当条例施行規則参考例」の一部改正が行わ

れた。これに基づき、東大和市児童育成手当条例施行規則の一部を改正するものである。 

   

（１）内容 

・所得の額に関する規定（第３条）の改正 

  扶養親族等の要件を追加する。 

 

（２）施行日 

・令和７年１月１日 

 

（３）影響及び効果 

・所得税法の一部改正及び都の規則に則った、適正な制度運営を図ることができる。 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

総務課において審査済み。 

 ３．留意事項（問題点等） 

 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

  庁議終了後、速やかに一部改正の手続きを進めたい。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


